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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２３年１０月１３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年１０月６日（水） １０時００分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖南部 

 滋賀県近江八幡市牧町所在の岡山二等三角点から真方位０３９°１.３km

付近 

（概位 北緯３５°０８.５′ 東経１３６°０３.１′） 

インシデント調査の経過 平成２２年１０月１９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート Ｓ Ｄ
エスディー

－１２５銀
ぎん

、５トン未満 

２５３－１５４１３滋賀、有限会社プライムアール 

４.６２ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、８４.５８kＷ、平成６年２月１５日（第１回定期検査） 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１１年２月１６日 

免許証交付日 平成２１年２月３日 

（平成２６年２月１５日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 プロペラ翼駆動歯車損傷 

インシデントの経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船長が、釣り場を

移動するために近江八幡市の湖畔沖を航走中、船外機が大きな異音を発す

るようになったため、平成２２年１０月６日１０時００分ごろ、減速して

船外機を中立とし、再び前進に操作したが入らなくなった。 

船長は、１２時３０分ごろ、本船をレンタルしたマリーナ及び最寄りの

警察に電話して救助を要請し、同マリーナのボートにえい
．．

航され、マリー

ナに帰着した。 

本船の船外機は、購入後１年以内でロアーケース内部のプロペラ駆動軸

系歯車が著しく損傷していた。 

本船は、プロペラ翼及びプロペラ軸のシール部の損傷並びに船外機内部

に水が混入した形跡はなかった。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：平穏（湖内） 

その他の事項 本船は、レンタルボートで、出航時から、船外機の内部でカラカラとい

う異音が生じていた。 
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 船外機内部の潤滑油量は、適正に維持されていた。 

乗船者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

本船は、近江八幡市西方沖の琵琶湖を航走中、

船外機のプロペラ駆動軸の歯車が損傷したことか

ら、航行不能になったものと考えられる。 

船外機のプロペラ駆動軸の歯車は、著しく損傷

していたため、損傷した状況を明らかにすること

はできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、近江八幡市西方沖の琵琶湖を航走中、船外

機のプロペラ駆動軸の歯車が破損したため、発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船舶所有者は、レンタルボート事業者として責任をもって点検及び保

守を行うこと 

 




